
食品用容器包装のポジティブリスト制度化への対応

容器包装とは ： 食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合
そのままで引き渡すもの。食品衛生法により、規格基準が設定されている。

ポジティブリスト制度施行後の規格基準
（名古屋市衛生研究所衛研だよりNo.125より引用）

課題
○従来の規格基準に相当する項目

→ 検査法は通知による
○ポジティブリスト制度に係る項目

→ 検査法が示される予定はない。

○県内に容器包装製造所あり

先進自治体による予備検討
・ 対象物質が多いため同定に時間を要する
・ 非意図的に生成した物質と添加剤として使

用 した物質の判別が困難

研究期間：令和４年度～令和５年度 宮城県保健環境センター 生活化学部

〇食品衛生法の改正（平成30年6月13日公布、令和2年6月1日施行）
ポジティブリスト（ＰＬ）制度導入 5年間の経過措置あり

新旧規格基準の比較
（旧）

〇ネガティブリスト制度

毒性の強い約30成分
（新）

〇ポジティブリスト制度
対象物質は、合成樹脂
（基ポリマーと添加剤合
わせて約3,600物質）

品質管理の流れ
制度の運用

ポジティブリストの順守だけでなく
〇各事業者における製造管理
〇食衛法対象外の事業者を含むサ

プライチェーンを通じた情報伝達
〇原因追及、再発防止の対策

の体制構築が求められる。

〇経過措置の期間内に有効な分析法を検討する
〇必要な機器類の見定め

研究の内容

研究の背景

研究の目的

〇容器包装の材質を検索し、対象物質を定性及び半定量するための手法検討
〇容器包装からの溶出物（抽出物及び浸出物）の分析における感度・精度の確認


